
栃木県正社員転換・待遇改善実現プラン
進捗状況

（令和２年8月末現在）

栃木県正社員転換・待遇改善実現本部



（１）正社員転換等について

ハローワークにおける
正社員就職・正社員転換数

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計

目標 １６，５２７人 １６，３６９人 １４，７３８人 １４，３２９人 １３，９３２人 ７５，８９５人

実績 １５，３６７人 １５，４６２人 １４，８１９人 １２，７７２人 ４，５７９人 ６２，９９９人

（正社員就職） １４，８３３人 １４，３６６人 １３，５５５人 １１，９５７人 ３，９９４人 ５８，７０５人

（キャリアアップ
助成金）

５３４人 １，０９６人 １，２６４人 ８１５人 ５８５人 ４，２９４人

進捗率 ９３．０％ ９４．５％ １００．５％ ８９．１％ ３２．９％ ８３．０％

目標１

令和２年8月末現在

75,895人（平成28‐令和２年度累計）
平成27年度実績：15,958人

２

栃木県正社員転換・待遇改善実現プランの取組状況

①不本意非正規雇用労働者の正社員転換等



ハローワークにおける
正社員求人数

415,909人（平成28‐令和2年度累計）
平成27年度実績：69,961人

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計

目標 ６８，３９６人 ６８，１５１人 ８６，０５３人 ９２，９３７人 １００，３７２人 ４１５，９０９人

実績 ７６，２６１人 ８２，１１３人 ８６，０８８人 ８１，２３８人 ２７，５８０人 ３５３，２８０人

進捗率 １１１．５％ １２０．５％ １００．０％ ８７．４％ ２７．５％ ８４．９％

【令和２年8月末までの状況】
・正社員等の求人確保のため、令和２年5月１４日に、県内の経営者団体等（県商工会議所連
合会、県商工会 連合会、県中小企業団体中央会、県経営者協会、県経済同友会）に対して、
県知事・県教育長・労働局長の三者連名で、正社員求人の提出及び採用についても要請を行い、
その理解と協力を求めた。
・ハローワークにおいて、求人開拓や各種指導等のため、管内にある事業所を訪問する際、ま
た、各種説明会（又は面接会）や求人受理、求人充足サービス等の窓口業務の際には、トライ
アル雇用制度やキャリアアップ助成金制度、「多様な正社員」制度の導入等を積極的に周知し、
正社員求人の確保を図った。
・雇用情勢の悪化に伴い、求人全体における正社員求人の比率が減少している状況を踏まえ、
正社員雇用の拡大を図るために、各ハローワークの会議室を利用したミニ面接会や企業説明会
の開催、及びツアー型の事業所見学会の実施等あらゆる機会を活用して、正社員求人の充足を
図った。

目標２

３

令和２年8月末現在



（１）②対象者別の正社員転換等

学卒者向け公共職業訓練の
正社員就職率

１００％
平成27年度実績：１００％

ジョブ・カードを活用した有期
実習型訓練の正社員転換率

８０．０％以上
平成27年度実績：64.4％

ァ．若者等

【令和２年8月末までの状況】
・令和元年度の学卒向け訓練については、栃木県県央産業技術専門校において普通課程2年制
８科３６０名の訓練定員及び関東職業能力開発大学校において専門課程２年制４科１９０名・
応用課程２年制４科１８０名の訓練定員で実施。（令和元年度実績１００％）
・ハローワークにおいては、訓練中からの求人情報提供や就職支援を実施する。

【令和２年8月末までの状況】
・ジョブカードを活用した有期実習型訓練については、キャリアアップ助成金及び人材開発支
援助成金により訓練経費が助成される。（令和元年度実績：77.8％）
・令和２年度の８月末までの状況は、有期実習型訓練者数４０人のうち正社員転換数は34人で
正社員転換率85％。

目標１

目標２

４



無期雇用派遣の増加
現状の比率から１０％ポイント増（令和２年度）

平成２７年度実績：２３．９％
※平成27年9月30日～28年3月31日実績

紹介予定派遣の増加 全事業所の１０％（令和２年度）
平成２７年度実績：６．４％

イ．派遣労働者

【令和２年8月末までの状況】
・派遣元による派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、雇用安定措置（派遣先への直接雇用
の依頼、別な派遣先へのあっせん等）の実施について、派遣元・派遣先事業所セミナーや派遣
事業者に対する訪問指導等あらゆる機会をとらえ周知啓発を実施した。

【令和２年8月末までの状況】
・紹介予定派遣による労働者派遣の推進や、派遣先が派遣労働者を正社員として雇用する場合
のキャリアアップ助成金の活用促進等について、派遣元・派遣先事業所セミナーや派遣事業者
に対する訪問指導等あらゆる機会をとらえ周知啓発を実施した。

目標１

目標２

５



キャリアアップ助成金を活用して
有期契約から正規雇用等に転換し
た労働者数【再掲】

3,940人（平成28‐令和２年度累計）
平成27年度実績：409人

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計

目標 ３２０人 ３２０人 １，１００人 １，１００人 １，１００人 ３，９４０人

実績 ５３４人 １，０９６人 １，２６４人 ８１５人 ５８５人 ４，２９４人

進捗率 １６６．９％ ３４２．５％ １１４．９％ ７４．１％ ５３．２％ １０９．０％

【令和２年8月末までの状況】
・各ハローワーク等においてキャリアアップ助成金等の活用について周知を徹底した。
・キャリアアップ助成金の計画届が提出されている事業主に対して、その後の正社員等への
転換に係る事業主支援を実施した。
・令和２度の８月までの状況は、正社員等への転換数は585人で累計4,294人となっている。

ウ．有期雇用労働者

目標

６

令和２年8月末現在



・パートタイム労働法第１３条（正社員
転換措置）の履行確保を目的とする事
業所訪問等の件数

・事業所訪問の際等に短時間正社員導入
支援マニュアルの周知を行った件数

１，３００件（平成28‐令和２年度累計）
平成27年度実績：２８８件

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計

目標 ２６０件 ２６０件 ２６０件 ２６０件 ２６０件 １，３００件

実績 ３４５件 ３０７件 １４８件 ２９２件 ４９件 １，１４１件

進捗率 １３２．７％ １１８．１％ ５６．９％ １１２．３％ １８．８％ ８７．８％

【令和２年8月末までの状況】
・事業所訪問計画を策定し、計画的に事業所を訪問し、短時間労働者の正社員転換推進の措
置に係る確認を行い、法違反が認められる事業場に対して助言・指導を実施し、法の履行を
図った。併せて、事業所訪問において、短時間正社員制度について周知するとともに、短時
間正社員制度導入支援マニュアルを配布し、企業における制度の円滑な導入を図った。

エ．短時間労働者

目標

７

令和２年8月末現在



【令和２年8月末までの状況】
・雇用促進税制は平成29年度をもって終了し、平成30年4月1日より、地方拠点強化税制に
おける雇用促進税制の制度内容が変更となったため、制度改正に係るリーフレットをハロー
ワークを通して事業主に配布し周知した。
・県内３ヵ所で実施したハローワーク主催の公正採用選考人権推進員講習会において制度の
周知を行った。

地域経済の活性化を実現するため、雇用促進税制の周知に努める

オ．地域における取組

８

目標



（２） 待遇改善について

正社員と非正規雇用労働者の賃金格差の縮小を図る

【令和２年8月末までの状況】
・業務改善助成金の活用より時間給の引き上げを支援することで、正社員と非正規雇用労働
者の賃金格差の縮小を図った。
・支給件数：平成28年度 ２件、 平成29年度 11件、 平成30年度 1８件

令和元年度 20件、 令和２年度(８月末現在申請件数)  ７件

目標１

９

（１）③ 「多様な正社員」の推進

事業所訪問の際等に短時間
正社員導入支援マニュアルの
周知を行った件数（再掲）

１，３００件（平成28‐令和２年度累計）
平成27年度実績：２８８件目標



平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 累計

目標 ２６０件 ２６０件 ２６０件 ２６０件 ２６０件 １，３００件

実績 ３４５件 ３０７件 １４８件 ２９２件 ４９件 １，１４１件

進捗率 １３２．７％ １１８．１％ ５６．９％ １１２．３％ １８．８％ ８７．８％

「パートタイム労働者活躍
企業宣言サイト」の周知を
行った件数

１，３００社（平成28‐令和２年度累計）
平成27年度実績：２８８件目標２

【令和２年8月末までの状況】
・計画的な事業所訪問において、パート・有期労働ポータルサイトのリーフレットを配付し、
「パート労働者活躍企業宣言サイト」の周知を行った。

令和２年8月末現在

１０



ユースエール認定企業の数 ２５社（平成28‐令和２年度累計）
平成27年度実績：0社

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 累計

目標 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 ２５社

実績 ６社 ８社 ５社 ７社 ４社 ３０社

進捗率 １２０％ １６０％ １００％ １４０％ ８０％ １２０％

【令和２年8月末までの状況】
・県や経済団体等に対して、あらゆる機会を捉えて、認定制度を説明し、関係者に幅広い周知
を依頼した。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、５月に各安定所が実施している学卒求人説明会を
中止としたことから、栃木労働局のHPにおいて認定基準等の周知を図った。
・事業所が学卒求人を提出する際に、認定制度の説明を行うとともに、認定基準に該当すると
思われる企業に対しては、積極的な申請勧奨を図った。

目標３

１１

令和２年8月末現在


